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（通称：まちスト）は、 

町田駅前の原町田中央通りの沿道空間にさまざまなアイデアを持ち寄ったお店が 

月末に日替わりで並ぶ 3 日間のイベントです。 

 

出店予約をするには、まちスト登録説明会に出席し、事前に出店登録が必要です。 
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１. 登録条件 

 

以下の条件を全て満たすこと 

□ 登録説明会に出席している 

□ 18 歳以上の個人・団体である 

□ 原町田中央通りが目指す取り組みの趣旨を理解している 

□ 原町田中央通りの特徴を理解し、周囲（沿道店舗や歩行者等）へ十分に配慮することができる 

・沿道店舗の店前（沿道空間）を借りていること 

・強風が吹くおそれがあること 

・車両規制時間（11 時～19 時）があり、また、その時間帯でも許可車両の通行があること 

□ 今後の取り組みに活かすために行うアンケートやヒアリング等に協力できる 

□ 出店中の様子等、実行委員会が撮影した写真を SNS、ホームページ、チラシ等に掲載して良い 

 

［ 食品を取り扱う場合 ］ 

□ 保健所への届出等を要するか事前に確認しており、届出等を要する場合は、出店前に必ず手続きを済

ませること（出店日までに届出書の写しを提出してください。） 

□ 包装され食品表示が貼付されている食品を販売する（調理を伴う出店は不可） 

□ 保健所へ相談の上、適切な温度管理及び保存方法で管理する 

□ 出店者情報（氏名・連絡先等）を保健所へ提供することに同意できる 

 

［ 火器を使用する場合 ］ 

□ 消防署の規定を遵守している 

 

 

保険への加入おすすめします 

出店によって生じた事故やトラブル（沿道建物・貸出区画・周辺設備等の破損、歩行者等の第三

者との間に生じた人身事故等）については、全て出店者側の責任で解決するものとし、その損害

額をすべて賠償いただきます。 

出店内容によって、イベント保険や PL 保険（生産物賠償保険）等への加入をおすすめします。 



 4

２. 出店できる内容 

 

通りの賑わいや来街者の利便性増進につながる使い方 

□ 物販販売（以下を除く） 

・中古品、不用品の販売 

・量産品の不適当な価格での販売 

□ 飲食物販売（以下を除く） 

・調理（飲み物を注ぐ行為も含む）を伴う食品の提供 

・包装されていない食品や食品表示が貼付されていない食品の販売 

・酒類の提供 

・量産品の不適当な価格での販売 

□ ワークショップ・体験（以下を除く） 

・大きな音を出すパフォーマンス 

□ その他 

・展示 

・活動 PR、企業 PR 

□ 上記以外で実行委員会が認めたもの 

 

以下に該当すると実行委員会が判断した場合、登録・出店を認めません。 

実行委員会から指摘を受けたにも関わらず改善が見られない場合、登録を取り消す場合もあります。 

 

１）公序良俗に反すること 

２）暴力団関係者の利益につながること 

３）特定の政治団体や宗教団体の利益につながること 

４）特定の者のみを対象として物品の販売やサービスの提供を行うこと 

５）騒音や臭気の発生等、近隣店舗の営業を妨げるようなこと 

６）不特定多数の人を集め、歩行者空間を塞ぐおそれのあること 

７）出店場所の原状回復が難しいと見込まれること 

８）関係法令（食品衛生法、消防法、道路交通法等）に反すること 

９）完了報告に応じないこと 

10）量産品の販売において、転売目的でないことを示す書類（売買契約書等）の提示を求められた場合に

拒否すること 
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３. 出店時間について 

 

1. 出店時間 

□ 出店時間：11 時～18 時 

季節・企画によって変更する場合があります。 

□ 早期撤収可能時間：15 時～ 

出店者都合で早めに終了したい場合、片付け・撤収作業は 15 時以降に始めてください。 

 

 

2. 搬出入可能時間 

□ 搬入可能時間：９時半～ 

□ 搬出完了時間：～19 時半 

 

 

3. 搬出入時の注意点 

搬出入時は、以下の点に十分注意してください。 

□ 車での搬出入は、車両規制時間（11 時～19 時）外に行うこと 

早期撤収する場合、車での搬出入はできません。近隣駐車場までは、各自台車・キャリーケース等で

運搬してください。 

□ 通行者の安全を最優先し、近隣のご迷惑にならないよう、交通ルールを守った上で速やかに行うこと 

□ 出店時間中に、出店区画内に自転車やバイクを停めないこと 
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４. 予約・キャンセル・変更について 

 

1. 予約期間 

□ 予約期間：開催日の 8 週間前 9 時～4 週間前 9 時 

 

2. 予約のキャンセル・変更 

□ 開催日の 5 週間前 9 時まで 

・変更、キャンセルともに可能です。【キャンセル料：なし】 

・予約は、原則 1 店舗 1 予約とします。予約以外に他エリアのキャンセル待ちをする場合は、この期

間中にどちらか 1 つに絞ってください。 

・キャンセルする場合は、予約時の自動送信メールに記載の「予約内容照会画面」よりキャンセルの

手続きをしてください。（電話・メール対応不可） 

□ 開催日の 5 週間前 9 時から 

・予約キャンセルは、原則認めません。【キャンセル料：全額負担】 

 やむを得ずキャンセルする場合は、まちストホームページお問合せフォームからご連絡ください。 

・出店内容や設置物等の変更は、実行委員会からの指導によるものでない限り、原則認めません。 

 

3. 天候不良（雨天・強風等）によるキャンセル・中止 

天候不良により実行委員会の判断で中止とする場合、前日 15 時時点で判断し、SNS で発表します。 

前日に判断が難しい場合は、当日９時時点で判断し、SNS で発表します。 

その他、開催途中で中止とする場合や、出店者判断で出店を取りやめる場合は、以下の通り扱います。 

キャンセル・中止 扱い 対応 

実行委員会

判断 

当日 9 時まで 
中止 出店料：返金あり 

開催中 
13 時まで 

13 時以降 開催 出店料：返金なし 

出店者判断 キャンセル 
キャンセル料：あり 

（下記表内※の場合は例外） 

 

□ 実行委員会による判断の目安（必ずしも風速のみで判断するとは限りません。） 

 

4. キャンセル料の支払い 

次回出店時にお支払いください。半年間出店がない場合はお振込いただきます。 

風向・風速 扱い 対応 

南７m 以上 中止 上表の「実行委員会判断の中止」に該当します 

南６m 開催 
タープテントの使用は禁止とします。 

（※出店者判断で中止とする場合、キャンセル料はなしとします。） 

南５m 開催 出店者判断で中止とする場合、「出店者判断のキャンセル」に該当します 
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５. 設営ルール 

 

1. 設置物 

□ 実行委員会より貸与し、必ず設置するもの 

・まちスト専用ガーランド：貸出テントを利用しない場合も設置 

・まちストのインスタグラム QR 等、取り組みを PR するもの 

□ 出店者が持ち込めるもの 

・ポータブルバッテリー 

・テーブル、椅子、棚等の什器 

□ 出店者が持ち込めないもの 

・テント 

・周辺店舗と色彩の調和など、周辺景観への配慮がされていないもの 

 

 

2. 運搬・設置に関する注意点 

□ 貸出什器の運搬・設置は、出店者自身で行うこと（台車の貸出あり） 

□ 設置物・商品等、すべてに風対策を行うこと 

・原町田中央通りは比較的風が強く、突発的に強風が吹くことがあるため、注意してください 

□ 搬入出時や出店中は道路の舗装等の保護に努め、必要に応じて養生を行うこと 

 

 

3. レイアウト上の注意点（配置・高さ等） 

□ のぼり旗等、高さのあるものは、歩行者に圧迫感を与えない配置とし、後方店舗への視線を遮らない

ようにすること 

□ 準備・出店中は区画からはみ出さないこと 

・準備時の荷物やスタッフの配置を含め、区画からはみ出さないようにしてください 

・接客で区画の外に出る場合も、後方店舗への通路を塞がないように注意してください 

□ 後方の店舗や実行委員会から指摘があった場合、速やかに撤去・移動すること 

□ 商品を地面に直接陳列しないこと 
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６. 出店当日のルール・トラブル発生時の対応 

 

1. 出店前の準備～出店中 

□ 登録内容・予約内容の範囲内で出店を行うこと 

・事前に申請した内容と異なるものは認めません 

□ 責任者１名が常駐するようにすること 

・貴重品や商品等の管理は、出店者責任で行ってください 

・１名での出店でやむを得ず区画を離れる場合、同じエリアの出店者と協力して対応してください 

□ 人溜まりが発生した場合は、速やかに誘導し、通行の妨げにならないように注意すること 

・歩行者空間の確保のため、来訪者の誘導にご協力ください 

 

実行委員会や警察より、安全性の観点から必要な指導を受けた場合は、速やかに対応してください。 

指導を受けたにも関わらず対応が十分でない時や通行者や周辺施設から苦情が寄せられた場合は、

出店を中止していただく場合がございます。 

 

 

 

2. 出店後の片付け・撤収作業 

□ 原状回復を基本とする 

・出店後は速やかに片付け、清掃を行ってください 

□ 出店中に発生したゴミや汚水は出店者が責任を持って回収し、持ち帰ること 

・近隣施設内のゴミ箱等に投棄することは認められません 

・使用前より綺麗にするよう心がけてください 

 

 

3. トラブル発生時の責任・対応 

出店によって生じた事故やトラブル（沿道建物・出店区画・周辺設備等の破損、歩行者等の第三者との間に

生じた人身事故等）については、全て出店者側の責任で解決するものとし、その損害額をすべて賠償いただ

きます。 

事故やトラブルが発生した場合は、その対応に努め、実行委員会にも速やかに報告してください。 
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７. 登録情報・有効期限の更新 

 

1. 登録情報の更新 

登録情報に変更がある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 

 

 

2. 有効期限・更新 

登録の有効期限は登録日から１年です。 

登録（更新）から１年以内に出店している場合、有効期限は自動更新されます。 

 

□ 登録（更新）から１年以内に出店していない場合 

・自動で登録が取り消されます 

・再登録は可能です 

□ １年以内に出店しているが、実行委員会が出店状況を好ましくないと判断する場合 

・自動更新は認めません 

・該当する場合は、有効期限の１ヶ月前に、実行委員会より自動更新を認めない旨を通知します。 

お問い合わせフォームより更新する意思があるか連絡の上、更新したい場合はご相談ください。 

取消事由によっては、再度登録説明会に出席していただく必要があります。 
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８. 各種連絡先 

 

1. まちストに関するお問い合わせ 

まちスト実行委員会事務局 

町田市都市づくり部 地区街づくり課 

・所在地：町田市森野２－２－２２ 町田市庁舎 8 階８０４窓口 

・メール：mcity4090@city.machida.tokyo.jp 

・電話 ：０４２－７２４－４２６６ 

㈱町田まちづくり公社 中心市街地活性化推進室 

・所在地：町田市原町田４－１０－２０ ぽっぽ町田地下１階 

・電話 ：０４２－７２３－８７７０ 

 

2. その他連絡先 

□ 食品の取り扱いについて（食品衛生等）：町田市保健所生活衛生課食品衛生係 

・所在地：町田市中町２－１３－３ 保健所中町庁舎 

・電話 ：０４２－７２２－７２５４ 

□ 火器の使用等について：町田消防署警防課消防係 

・所在地：町田市本町田２３８０番地３ 

・電話 ：０４２－７９４－０１１９ 

□ 事故・紛失等について：町田警察署 

・所在地：町田市旭町３－１－３ 

・電話 ：０４２－７２２－０１１０ 

 


